
産業雇用安定助成金
スキルアップ支援コース

助成金を活用して「在籍型出向」で

労働者の新たなスキルの習得に取り組みませんか？
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職業安定部



在籍型出向を活用し、「産業雇用安定助成金

（スキルアップ支援コース）」を受給しませんか？

どのような制度ですか？
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労働者のスキルアップを在籍型出向により行うととも
に、当該出向から復帰した際の賃金を出向前と比較し
て5％以上上昇させた出向元事業主に対して助成する
制度です。

◎助成内容
労働者の出向中の賃金のうち、出向元事業主が負担した額
の一部を最長１年まで助成
【助成率】大企業：1/2、中小企業：2/3
【上限額】１人１日あたり8,635円（令和7年2月現在）



在籍型出向とは、出向元企業と出向先企業の出向
契約によって、労働者が出向元企業と出向先企業の
両方と雇用契約を結び、出向先企業に一定期間継続
して勤務することをいいます。
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労働者

出向先出向元

雇用関係

出向契約

雇用関係

在籍型出向とは？

（送り出し） （受け入れ）



・労働者の を目的とした出向であり、かつ、労働者
を交換しあうものではないこと
・このスキルアップにより し、
を目的として実施すること
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活 用 事 例

助成対象となる出向の目的

スキルアップ

企業活動を促進 雇用機会等の増大

※出向の実施により、今後
の事業拡大や生産性の向上
などにどのように活かして
いくのかを、具体的に考え
ましょう！



5

在籍型出向を活用して
人材育成を行うメリット

在籍型出向を活用して
人材育成を行うメリット

出向元
・労働者の能力開発等の提供
・復帰することを前提とした
出向のため人材流出を防げる

出向先
・自社従業員の業務負担軽減や
人手不足の解消
・間接的に人件費を軽減できる

労働者
・実践的な経験によるキャリアアップ
・自社にはない新たなスキルを得るこ
とができる



①労働者の とすること
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②出向した労働者は、
するもので

あること
③労働者の出向復帰後 を
出向前と比較し、いずれも させる
こと

助成対象となる「出向」とは？

※上記は複数ある要件の一例のため、詳しくはガイドブック等をご確認ください

スキルアップを目的

以内）終了後に出向元事業所へ復帰
出向期間（1か月以上２年

６ヶ月間の各月の賃金
５％以上上昇

◎令和6年度より部分出向も可能となりました



助成対象となる主な要件①

※上記は複数ある要件の一例のため、詳しくはガイドブック等をご確認ください

●出向元・出向先の双方が雇用保険適用事業所であること

●出向元事業主と出向先事業主の間で独立性が認められる
こと（※資本的・経済的・組織的関連性等から判断します）

●出向労働者の出向期間中の賃金は出向前に支払っていた
賃金以上の賃金を支払うこと
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助成対象となる主な要件②

※上記は複数ある要件の一例のため、詳しくはガイドブック等をご確認ください

●職業能力開発推進者を選任していること

●解雇等がないこと

●出向労働者の出向中の賃金の全部または一部を負担して
いること
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出向元事業主

出向先事業主

●解雇等がないこと

●雇用量の減少がないこと



雇用量要件について
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※「雇用量の減少がない」とは

出向先事業所において、雇用保険被保険者数と受け入れている派遣
労働者数による雇用量を示す指標（雇用指標）の最近*1３か月の平均
値が１年前の同じ３か月の平均値に比べ、中小企業の場合は１０％を
超えてかつ４人以上（大企業の場合は５％を超えてかつ６人以上）減
少していないこと。

例：計画届の提出：R7.2.25 出向期間：R7.4.1～R8.3.31

R6.11月～R7.1月
被保険者数と派遣労働者数
の平均値

R5.11月～R6.1月
被保険者数と派遣労働者数
の平均値

＊1「最近」とは出向計画届の提出月の前月を指します



助成対象となる「出向労働者」とは？

※上記は複数ある要件の一例になります。その他の要件にもすべて該当する必要があります。

●出向開始日の前日時点において、出向元事業主に雇用保
険被保険者として6か月以上継続して雇用されている者

●出向先で従事する業務が、労働者派遣事業における適用
除外業務に該当しない者

①港湾運送業務 ②建設業務 ③警備業務
④病院等における医療関係の業務

◎期間の定めのある労働契約を締結している者（有期契約労働者）
◎退職願を提出した者または退職勧奨に応じた者、解雇を予告された者 など対象外
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＊今後、企業の中心となっていただく労働者を対象としています



助成の内容

対象: 事業主（企業グループ内出向等の場合は支給されません）
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中小企業 中小企業以外

助成率 ２／３ １／２

助成額
以下のいずれか低い額に助成率をかけた額（最長1年まで）
イ 出向労働者の出向中の賃金*１のうち出向元が負担する額
ロ 出向労働者の出向前の賃金の1/2の額

上限額
8,635円*2／1人1日当たり

（1事業所1年度あたり1,000万円まで）
（1人あたり１回まで）

＊1 出向中の労働者に対する賃金は出向前に支払っていた賃金以上の額を支払う必要があります。

＊2 雇用保険の基本手当日額の最高額(令和6年8月1日時点)。毎年8月に改正されるためご注意ください。

詳しくはP12・13へ

出向元



助成額について①
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助成額
以下のいずれか低い額に助成率をかけた額（最長1年まで）
イ 出向労働者の出向中の賃金のうち出向元が負担する額
ロ 出向労働者の出向前の賃金の1/2の額

出向期間（支給対象期間）中の出向労働者の賃金＊1のうち、
①【出向元事業主が支払った額】（出向先事業主から補助を受けた額を除く）
②【出向元事業主が出向先事業主に対して補助した額】（出向先事業主が賃金を
支払う場合のみ）

イ①と②を合計して算出

ロ〔出向労働者の出向前1週間における
１日当たりの賃金＊〕

×１／２×〔支給対象期間における
出向労働者の実労働日数〕

＊2「法定外労働時間」に係る労働に対して支払う「時間外割増賃金」の算定の基礎となる１時間当たりの賃金

＊1  臨時に支払われた賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く



助成額について②
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イ出向元が支払った額960,000円（出向先が補助した額は1,440,000円）
960,000□出向元が負担する額

ロ 9,000 ×1/2 ×250日＝1,125,000

イ 960,000＜ロ1,125,000なので「イ960,000円」が助成対象額
→助成対象額960,000×助成率2/3＝640,000
上限日額8,635円×250日＝2,158,750
※ 640,000＜2,158,750となり上限額を超えていないため、助成額は640,000円
となる

支給対象期間：R7.1.1～R7.12.31 出向元の企業規模：中小企業（助成率2/3）
出向労働者の出向前1週間における1日当たりの賃金：9,000円/日
支給対象期間における実労働日数：250日間
賃金負担関係：出向元が出向先から補助を受けて労働者に支払う（Ｃ型）
賃金負担割合：出向元4割、出向先6割
支給対象期間中の出向労働者の賃金2,400,000円



（参考）
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産業雇用安定助成金ガイドブック
スキルアップ支援コースより抜粋

(P13)

(P21)
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支給申請までの流れ

＊当該賃金支払日に
支払われる賃金に出
向中の賃金が含まれ
ている場合は、含ま
れていない最初の月
を最初の賃金支払日
とする

労働組合等と出向協定を締結

出向先と出向契約書を締結

出向予定者に同意を得る

出向元が計画届を作成し佐賀労働局へ提出

提出期限は出向開始日の前日まで（可能であれば を）

計画届(協定書・契約書)に基づいて出向を実施する

出向期間は (支給対象期間の上限は１年)

出向復帰後6か月間の各月の賃金を出向前賃金と比較して

賃金上昇確認期間とは復帰後に初めて到来する賃金支払日*

の属する月以降の6か月間

出向元が支給申請書を作成し、賃金上昇確認期間の末日の翌

日から2か月以内に佐賀労働局へ提出

出向の計画
(事前準備)

出向の実施

出向から復帰
（賃金上昇確認期間）

計画届

支給申請

2週間前までに提出

1か月以上２年以内

いずれも『５％以上』上昇させる



出向復帰後の賃金上昇
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産業雇用安定助成金ガイドブック
スキルアップ支援コースより抜粋

(P8)

【賃金上昇確認期間の各月に支払われる毎月決まって支払われる賃金】を【対象
労働者の出向開始月の前月に支払われた毎月決まって支払われる賃金】と比較し
ていずれも5％以上上昇させること
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賃金上昇確認期間について

対象労働者の
出向期間

賃金支払日①の
賃金の算定期間

賃金支払日②の
賃金の算定期間

賃金上昇
確認期間

R7.1.1 R7.12.31

R7.12.1～
R7.12.31

R8.1.1～
R8.1.31

賃金支払日
①R8.1.10

賃金支払日
②R8.2.10

賃金支払日
⑦R8.7.10

出向期間：R7.1.1～R7.12.31
賃金締切日：月末
賃金支払日：翌月10日

出向終了後の初回の賃金支払日①に出向中の賃金が含まれている場合、初回の賃金支払日は賃金支払日②となる。
よって、賃金支払日②の属する月以降の6か月間（R8.2月～R8.7月）の各月に支払われた賃金を確認する。

＜支給申請書提出期限＞
賃金上昇確認期間の末日の翌日から２か月以内

賃金上昇確認期間
R8.2.10～R8.7.10

支給申請書の提出期限は
ここから２か月以内
R7.7.11～R7.9.10

復帰後初回の
賃金支払日

出向中の賃金が含ま
れるため該当しない

出向中の賃金が含ま
れていないため復帰
後初回の賃金とする

賃金支払日②～⑦までに
支払われた賃金

出向開始月の前月に支払われた
賃金と各月を比較して、いずれ
も５％以上上昇させる



○産業雇用安定助成金スキルアップ支援コースの
内容の詳細は、厚生労働省HPをご確認ください。

○計画・申請に関する事項は佐賀労働局まで
お問い合わせください。

佐賀労働局職業対策課 連絡先：0952-32-7173

検索産業雇用安定助成金 スキルアップ支援コース
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より詳しい内容について

ガイドブック


